
大野城市高架下等整備・運営事業【再公告】に関する質問回答について　　令和5年9月11日

№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答

1 募集要項 4 4 第2 1. (6) ② ｄ

対象施設の光熱水費の年間想定額をご教示いただけ
ますでしょうか。

開示することは予定していません。応募企業におけ
る類似施設等の運営実績や経営ノウハウを基に想
定・提案してください。

2 募集要項 5 13 第2 1. (6) ④ ア

ア b 対象施設の維持管理・運営期間　イ 付帯事業
の実施期間について、令和9年4月1日から令和24年3
月31日となっているが、開始期間の前倒しは可能
か。
また、一部前倒しをした事業などにおいて、15年間
を超えることは可能か

前段については、前倒しの提案は可能です。
後段については、15年間を超える提案は可能です
が、特定事業者の発意による運用に対して、指定管
理料の追加の交付予定はありません。ただし、特定
事業者の提案内容を踏まえ、特定事業者と市との間
で別途契約を締結する予定です。

3 募集要項 5 18 第2 1. (6) ④
イ 付帯事業 「行政財産の貸付は、１年ごとに使用
許可を更新するものとし」とありますが、必ず15回
（15年）は更新して頂けるのでしょうか

本事業の主旨に沿った使用であれば、協定対象期間
内は更新します。

4 募集要項 7 － 第2 3. － －

維持管理・運用期間について、令和9 年4 月1 日か
ら令和24 年3 月31 日と記載されていますが、仮に
対象施設の引渡しが前倒しされた場合は、引渡し日
から15年間との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。15年間を超える提案について
は、No.2に記載のとおりです。

5 募集要項 12 13 第4 1. (2) ⑤

企画提案に関するヒアリングの実施について、構成
員以外の企業も出席可能という理解でよろしいで
しょうか。
（複合施設のテナント候補者が出席する場合もある
ため）

出席可能ですが、出席者の所属及び本事業で担当す
る業務内容を事前に市に提出してください。
企画提案書類の提出後、提出方法、実施時期及び開
催場所等の詳細を応募グル－プの代表企業に連絡し
ます。

6 募集要項 12 16 第4 1. (2) ⑥
入札参加者が１グル－プの場合でも審査が行われ
る、との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 募集要項 18 － 第4 2. (3) －

参加資格の要件として、過去の実績としている意図
をご教示いただけますでしょうか。
PFI事業など長期管理している実績をアピ－ルした
いと考えます。

本事業は維持管理・運営期間として15年間の長期の
契約を締結する事業であり、適切な業務の履行を求
めるために過去の実績を求めるものです。上記の趣
旨を踏まえ、PFI事業の実績であっても、完了済み
の年度における実績を証明できる資料を添付してく
ださい。

8 募集要項 23 8 第6 3. － －

契約保証金について、「設計施工一括契約」には記
載がございますが、「指定管理基本契約書」には記
載がございません。指定管理者については、契約保
証金は免除されるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

9 要求水準書 7 － 第1 5. － －
※１で記載の、開館・供用開始準備業務について、
貴市が自ら公共サ－ビスを提供できると判断される
のは、いつ頃までに判断されるのでしょうか。

原則、特定事業者で行って頂きますので、事案が生
じた場合に協議を申し立ててください。

項　　目
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

10 要求水準書 11 13 第1 8 － －

各責任者（統括・維持管理業務・運営業務・現場・
総括責任者）および業務主任は常駐の必要がありま
すでしょうか。

総括責任者、業務責任者、業務主任、現場責任者の
常駐は不要ですが、利用者への対応等については、
速やかな対応を求めます。

11 要求水準書 12 21 第2 2. (3) －

対象施設の一部を指定緊急避難場所等として位置付
ける場合がある、とありますが想定している避難場
所はどの施設を想定していますでしょうか。

現時点で具体的な予定はありませんが、複合施設を
指定緊急避難場所等として位置づける可能性がある
と想定しています。

12 要求水準書 24 7 第2 Ⅲ 1 (1) 表

複合施設の各諸室の面積において、会議活動スペ－
ス200m2とありますが、会議室の利用を高める為、
200m2を2室（100m2・100m2等）に分割しても宜しい
でしょうか。

分割する提案は可能です。

13 要求水準書 29 13 第2 Ⅲ 1 (2) (ｲ) ⑩

テレビ電波障害調査について、今回の計画では高層
な建築物が無いためテレビ電波障害が発生する可能
性は低いと思われます。調査については不要と考え
ても宜しいでしょうか。

机上検討により調査の必要性が低いと判断される場
合は、市と特定事業者の協議により、調査を不要と
することも可能です。

14 要求水準書 30 5 第2 Ⅲ 1 (2) (ｲ) ⑮
エレベ－タ－の定期点検の種別・内容は、事業者の
提案によるものでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、関係法令を遵守した
上での提案を求めます。

15 要求水準書 33 － 第2 Ⅲ 1 (3) ア
複合施設以外の広場・公園に自動販売機の設置をす
ることは、事業者の提案によるものでよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。なお、関係法令を遵守した
上での提案を求めます。

16 要求水準書 35 第2 Ⅲ 1 (3)
建築
要件

設置数

会議活動スペ－スの設置数は1となっていますが、
高架線路の柱を考慮して、独立した2室に分ける提
案(2室を1室利用不可)は問題ないでしょうか。

№12に記載のとおりです。

17 要求水準書 42 第2 Ⅲ 3 (2)
基本
方針

大屋根のデザイン形状は変更可能でしょうか。 大屋根形状については、大きな形状変更はできませ
ん。

18 要求水準書 42 第2 Ⅲ 3 (2)
基本
方針

大屋根を高架下まで延ばす必要はありますでしょう
か。（高架下と広場の敷地を跨ぐため）

高架下の広場と広幅員歩道とが一体的な空間となる
ことをコンセプトに大屋根の範囲を決めています。

19 要求水準書 42 第2 Ⅲ 3 (2)

構
造・
仕上
げ

大屋根のトップライトは必要でしょうか。 採光のため必要と考えています。範囲や配置の見直
しに関する提案は可能です。

20 要求水準書 43 4 第2 Ⅳ 1 (1)

駐輪場一階のデナントスペ－スについて、建物スペ
－スとして整備し、契約完了時には撤去・解体する
ことでよろしいですか？

ご理解のとおりです。詳細は、要求水準書のP139
「(4) 費用負担及び料金の設定」の水準をご確認く
ださい。契約期間終了後は、特定事業者の費用負担
により、撤去・解体をお願いします。
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

21 要求水準書 43 6 第2 Ⅳ 1 (1)

各駐輪場の計画台数について〇〇台程度とあります
が、各駐輪場の計画台数10%程度の増減は可能と考
えてよろしいでしょうか。

原則、計画収容台数以上を確保していただきます
が、設計協議の中で計画収用台数の確保が困難と判
断される場合は、その分の減少を認めることとしま
す。

22 要求水準書 43 16 第2 Ⅳ 1 (1)

駐輪場に駐輪可能なバイクは原付のみとすることは
可能でしょうか

自動二輪車（バイク）については、小型バイク
（125cc）までを想定しています。

23 要求水準書 46 15 第2 Ⅳ 1 (3) ア

駐輪場の料金徴収のための機器(精算機)はDBとして
考えてもよろしいでしょうか　　　なお、入出庫管
理機器は事業者負担でという理解で宜しいでしょう
か。

要求水準書のP131「(1)利用料金の徴収等に関する
業務」の水準をご確認ください。記載のとおり、特
定事業者の提案に委ねるため、設計施工一括契約に
より、新設及び更新に係る当該費用に対して市から
サ－ビス対価を支払うことは想定していません。

24 要求水準書 47 第2 Ⅳ 1 (3) (ｳ)
車両

出入口

事業スペ－スを北側(白木原駅側)に配置し、車両出
入口を南側(下大利駅側)とする提案は問題ないで
しょうか。

利用者の利便性・安全性及び出入口の安全性の確保
ができる場合は、運営管理上支障が生じない範囲で
提案可能です。

25 要求水準書 52 3 第2 Ⅵ 2 (1)

測量及び地質調査について、既存のデ－タを活用す
ることで足りる場合は、新たに調査を行わなくても
良いでしょうか。

お見込みのとおりです。
事前に市との協議・確認をお願いします。

26 要求水準書 58 第2 Ⅶ

建築工事監理業務は常駐では無く、週に2,3日程度
の重点監理と考えてよろしいでしょうか。

工事監理者の常駐は求めていません。なお、具体的
な実施体制等については、建設工事着手前に工事監
理概要書を市に提出し、承認を得る必要がありま
す。

27 要求水準書 66 17 第4 Ⅰ 2 (3)

要求水準書P.69（3）総括責任者の要件について、
「同等の以上の経歴・能力を有するものを選出し」
とありますが、公園管理運営士資格所有者は同等以
上の経歴・能力を有する者として認められますか。

公園管理運営士資格を所有していることだけでは認
められません。
要求水準書P.66「(3)総括責任者の要件」の表中に
記載した全ての要件を満たす必要があります。

28 要求水準書 72 24 第5 Ⅰ 2 (2)

各警備業務項目に「警備業法を順守し…」と記載が
ありますが、同等以上の水準が確保される場合、警
備業法を満たさない専門スタッフが業務にあたるこ
とは可でしょうか

必ずしも全ての業務を警備業法上の警備員が行う必
要はありません。ただし、各業務の内容を踏まえ、
警備業法を遵守する必要性に留意し、事前に市の承
諾を得てください。

29 要求水準書 77 5 第5 Ⅱ 1 (1) ア

ア植栽管理について、市発注工事範囲の植栽帯につ
いて、自動潅水設備を設置できないか。工事に併せ
て当方で設置することは可能か

事業者にて提案する樹木の管理について、自動潅水
設備を設置することは可能です。
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

30 要求水準書 81 － 第5 Ⅱ 1 (2) ウ

牛頸川鉄道橋広場に設置されるトイレの夜間施錠に
ついて、施錠方法は事業者の提案によるものでよろ
しいでしょうか。

施錠方法は事業者の提案によるもので可能です。

31 要求水準書 101 28 第5 Ⅳ 1 (2) ア ②

立体駐輪場に設置する自転車搬送コンベアの保守点
検費は事業者で予定しておりますが、コンベアの更
新(耐用年数による入替)については大野城市様のご
負担と考えてよろしいでしょうか

自転車搬送コンベアの更新については、「長期修繕
計画書によらない大規模な修繕・更新が必要となっ
た場合」として取り扱い、市と特定事業者の協議に
より実施の有無を確認します。また、費用負担につ
いても市と特定事業者の協議により決定するものと
します。

32 要求水準書 102 7 第5 Ⅳ 1 (2) ア ③

⑥-9錦町駐輪場駐輪場の機器入替は特定事業者の負
担で入替を行うとあるが、建物やその他設備に関す
る潜在的瑕疵については市の負担としてよいか

お見込みのとおりです。

33 要求水準書 － － 第5 － － －

対象施設の清掃について、日常清掃の作業時間は事
業者の提案によるものでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

34 要求水準書 － － 第5 － － －

本事業の対象エリアに、既に貴市にて植栽を植えた
部分について自動潅水装置が設置されてあるとの理
解でよろしいでしょうか。

市で自動潅水装置を設置する予定はありません。

35 要求水準書 121 21 第6 Ⅰ 2 (5) －

貴市主催でイベントを実施する際、混雑が予想され
る場合の交通誘導員の配置に係る費用については、
貴市負担になるとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

36 要求水準書 124 6 第6 Ⅲ 1 (2) －

運営スタッフは緊急時や巡回時には複合施設に携帯
番号などの連絡先を掲示し、複合施設を離れても良
いとの理解でよろしいでしょうか。

運営スタッフの常駐は求めていませんが、各運営業
務において、安全かつ適切に利用者対応等を実施し
てください。

37 要求水準書 130 15 第6 Ⅳ 2 (1)

駐輪場の定期券販売を予定する場合、学割等の割引
対応は行わないとすることは可能でしょうか。

料金の割引については、特定事業者の判断に委ねま
すが、利用者からの要望等が生じた場合は、最大限
に寄り添った対応をお願いします。
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

38 要求水準書 130 － 第6 Ⅳ 2 － －

自動車・自転車が放置された場合、個人情報保護法
から事業者では所有者が分からない（警察に問い合
わせても事業者には開示いただけない）、事業者が
他人の所有物を撤去処分するのは法令違反となりか
ねない等、事業者では対応が困難です。このため、
貴市にて放置自動車・自転車の撤去処分を貴市負担
で実施していただけるとの理解でよろしいでしょう
か。

駐輪場等を含む管理区域に長期間、自転車等が放置
された場合、事業者による通知・警告（シ－ル貼付
等）から本市が指定する集積場所への運搬までを本
件業務の対象作業とします。その後の警察への問い
合わせ等の対応は市で行います。なお、放置撤去の
判断は、事業者が通知・警告を行った日から1週間
経過後とします。

39 要求水準書 137 28 第7 Ⅱ 2 (1)

地域情報案内板は交付金を受けて設置する、とあり
ますので案内板の整備費はサ－ビス対価に含めな
い、という理解でいいでしょうか。また交付金が交
付されなかった場合でも整備費は事業者負担にはな
らない、という理解でいいでしょうか。

地域情報案内板は整備費はサ－ビス対価に含めてい
ます。国の交付金対象とは、市の財源を指している
だけです。

40 要求水準書 139 － － － －

維持管理、運営企業、にぎわい創出企業の中から、
付帯事業実施企業を選出する意図をご教示いただけ
ますでしょうか。事業の参画度合であれば、代表企
業・構成企業の中から選出する、ということで良い
のではないかと考えます。

対象施設の維持管理・運営業務と一体的に実施して
もらうことにより、高架下のにぎわい創出や交流の
拠点づくりに寄与する事業を目指すこと等を理由に
指定しています。

41
その他
添付資料2

－ － － － － －

「添付資料2 設計対象区域及び維持管理・運営業務
対象範囲図」に記載の将来活用地について、何を計
画されているのかご教示いただけないでしょうか。

その部分は今後所有者である鉄道事業者がテナント
リ－シングを行う場所ですが、現時点で計画は未定
とのことです。

42 様式集 2 3

提出書類について、A4 2枚をA3 1枚、A4 4枚をA3 2
枚、として提出をしてもよいでしょうか。

可能です。なお、提案書の様式をA3で統一する場合
は、A3版のファイル又はバインダ－に綴じてくださ
い。

43 様式集 2 26

提出書類について、A3で提出する場合は、A3仕様の
バインダ－に綴じた形での提出でよろしいでしょう
か。

№42に記載のとおりです。

44 様式集 2 26

提出書類は、指定のWord及びExcel以外の使用は認
められないのでしょうか。PowerPointを可としてい
ただきたいです。

Microsoft社のPowerPointの使用は可とします。た
だし、「11 事業収支計画に関する提案書」は必ず
Excelで提出してください。また、各様式で規定す
るレイアウト及び指定の用紙サイズ、枚数、その他
提案書作成上の留意点は厳守してください。

45
事業者選定
基準

10 － ４ ２ (4) －

様式11－11長期修繕計画書の記載がございませんの
で、配点をご教示ください。

審査に際して、様式ごとの配点は設定していませ
ん。事業者選定基準では、各評価項目に対して、主
たる対象様式を示しているものです。様式11－11長
期修繕計画書についても、事業計画や維持管理業務
の視点で総合的に評価を行います。
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

46
指定管理基
本協定書
（案）

13 － － － (3) －

昨今の物価上昇に伴い、今後、光熱水費の負担が多
くなる可能性があるため、必要に応じて見直しをし
ていただきたいです。また、「指定管理基本協定書
（案）」に記載の基準となる指標に、維持管理業務
費について「諸サ－ビス」で設定されていますが、
この指標の中に電気料金も該当するのでしょうか。
企業向けサ－ビス価格指数の公表デ－タ一覧の中
に、電気料金の記載がございませんでしたので確認
させて下さい。

指定管理基本協定書（案）別紙２にて、電気料金等
も含め維持管理等業務費の改定の指標として、「企
業向けサ－ビス価格指数」（日本銀行調査統計局）
の「諸サ－ビス」を設定しておりますが、別紙２
（3）注意書きに記載のとおり、指定管理者の提案
を踏まえ、指標の変更について協議に応じます。
また、今後用いる指標がなくなる、又は内容が見直
されて本事業の実態に沿わない場合は、市と指定管
理者との間で協議して定めます。

47

大広場、複合施設、駐輪場等高架下で建物が計画さ
れている部分の高架図面（詳細図）を提供頂きた
い。
構造の検討に必要なため。

提供します。なお、デ－タ容量が大きいため、市の
窓口にて配布予定です。

48

上記部分において、高架基礎に荷重を負担させるこ
とは全く不可ということでしょうか？

鉄道事業者の基準のとおりですが、その解釈等につ
いては、鉄道事業者に問い合わせてください。な
お、鉄道事業者への問い合わせ先については、市窓
口までお尋ください。

49

高架の柱へまったく干渉しないということは物理的
に難しいと思いますが、どのあたりまで許容できる
でしょうか？
（計画に影響するため）

高架下施設物設置基準（鉄道事業者基準）によりご
確認をお願いします。
不明な点や解釈等については鉄道事業者にお問い合
わせください。なお、鉄道事業者への問い合わせ先
については、市窓口までお尋ください。

50
高架下の施工に関して制限等があれば教えて頂きた
い。（有資格者の必要の有無、構造上の制限等等）

№49に記載のとおりです。

51
計画に影響するため、建物が建つ部分の敷地境界ラ
インがわかる資料、デ－タを頂けないでしょうか？

要求水準書の添付資料等を参考にご確認ください。

52
計画時に想定されている大屋根基礎の配筋要領を教
えて頂けないでしょうか。

本計画の構造物等については、特定事業者において
地質資料等を踏まえ、基礎形状も含めた提案をして
ください。

53

本件土地における瑕疵（土壌汚染、地中埋設物等）
は別途という理解で宜しかったでしょうか。

本件土地における瑕疵（土壌汚染、地中埋設物等）
については、市の負担とします。設計施工一括契約
書（案）第19条にて、履行上の制約、対象施設の工
事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約
等要求水準書等に示された自然的又は人為的な履行
条件又は施工条件と実際の履行条件又は対象施設の
工事現場が一致しない場合、必要に応じて市が履行
期間・請負代金を変更、損害の負担をすることにつ
いて規定しております。

54
高架の点検等に関係して、駐輪場などの営業制限が
必要になることがありますか。ある場合、年にどの
程度制限がかかると想定されますか

鉄道事業者にお問い合わせください。なお、鉄道事
業者への問い合わせ先については、市窓口までお尋
ください。
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